
R８年３月策定 

 

 

 

 

 糸島市青少年育成市民会議では、青少年健全育成の取組を支援するため、事業に必要な資器材・

備品を無料で貸し出しています。 

主催者側で不足する物や、使用頻度が多くない資器材等が必要なときは、ぜひご活用ください。 

 
 １ 対象団体等 

・糸島市内の青少年に対し、健全育成を目的とした事業を行う人及び団体。 

（子ども会やＰＴＡ、自治会、スポーツ少年団、各校区民会議など） 

※営利目的の団体、民間企業等への貸し出しは行いません。 

 

２ 貸出条件 
・青少年を含む団体であっても、個人的な集まりには貸し出しできません。 

・市内に在住または通学している青少年の割合が、３割以上または１０人以上の場合。   

 

３ 貸出備品 
・別紙のとおり 

 

４ 申請方法 
・備品の使用にあたっては、事前に申請が必要です。（仮予約は行いません） 

 

【申請手順】 
   ①空き状況の確認 

（生涯学習課の窓口または電話で、使用日・希望備品・数量等をお知らせください） 

※この時点ではまだ予約確定できていません。 

      ↓ 

   ②「備品借用申請書」を生涯学習課窓口に提出。（貸出希望日の１０日前までに） 

※申請書は生涯学習課窓口またはホームページにあります。 

      ↓       

③備品の貸し出し（平日９時～１６時） 

      ↓ 

   ④備品の返却  （平日９時～１６時） 

 

５ 使用料 
・無料 

 

６ その他 

・貸出備品に、万が一損傷等があった場合は、返却時に必ず申し出ること。 

※申し出がなかった場合は、今後の貸し出しを行わない。また、取り扱いが乱暴な場合も

同様とする。 

（例：テントを濡れたまま返却する、食器類を汚れたまま返却するなど） 

・貸出備品を破損や紛失させた場合は、修理もしくは同等品を購入していただきます。 

・備品の授受等において、連絡なく時間に遅れる等貸出業務に支障をきたす行為があった 

場合は、今後の貸し出しは行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

糸島市青少年育成市民会議 備品貸出ルール  

問い合わせ先等 

糸島市青少年育成市民会議 

事 務 局：糸島市生涯学習課生涯学習係 

電 話 番 号：０９２－３３２－２０９２ 

対応時間等：平日８時３０分から１７時１５分 

平日９時００分から１６時４５分（６月１日から） 

市ＨＰ 



R８年３月策定 

受渡場所 

 

【志摩倉庫：糸島市交流プラザ志摩館 敷地内】糸島市志摩初２－１－８ 
 

 

 

 

 

 

 

 

【生涯学習課窓口】糸島市前原西一丁目１番１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁舎４階 ６番窓口 

 

 

 

 

可也ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

糸島市消防署 

志摩出張所 

図書館志摩館 

いとしま 

応援プラザ 

受渡場所 

志摩倉庫 

６生涯学習課 


